参考様式７－②　決算報告書承認申請書
除却等計画｛認定／変更認定｝申請書

　　年　　月　　日

（都道府県知事等名）　殿

（申請者）
住所又は主たる事務所の所在地
氏名又は名称

[bookmark: _Hlk218520332][bookmark: _Hlk218520349]マンションの再生等の円滑化に関する法律｛第104条第１項／第106条第１項｝の規定に基づき、下記の書類を添えて除却等計画について｛認定／変更認定｝を申請します。
この申請書及び添付書類に記載の事項は、事実に相違ありません。

記

１　除却等計画書

２　確認書

備考
[bookmark: _Hlk218520375]１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
参考様式１－①　除却等計画認定／変更認定申請書
２　変更の認定に係る申請の場合は、上記１の「除却等計画書」を「変更した除却等計画書」とし、変更理由の要点を簡明に記載した「変更理由書」を添付すること。
確認書

マンションの再生等の円滑化に関する法律｛第104条第１項／第106条第１項｝の規定に基づき申請者である（申請者名）が行う除却等計画の｛認定／変更認定｝の申請にあたり、申請者との間において、除却等計画の内容に関し事前に調整を行った旨、確認します。

　　年　　月　　日

所在地
組合名
代表者名

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　「組合名」には、マンション等売却組合の設立前はマンション管理組合の名称を、設立後はマンション等売却組合の名称を記載すること。
参考様式１－②　除却等計画の認定／変更認定の申請にあたっての確認書
３　除却等計画に係る事項について決議をした集会の議事録を添付すること。
　　年　　月　　日

建物敷地売却決議集会（臨時総会）招集通知

区分所有者　各位

（マンションの所在地）
（集会招集者名）

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第64条の６第１項に基づく建物敷地売却決議集会（臨時総会）を下記の通り招集します。
あわせて、区分所有法第64条の６第３項において準用する区分所有法第62条第８項に基づく事前説明会を下記の通り開催しますので、区分所有者各位におかれましては、建物敷地売却決議集会（臨時総会）及び事前説明会にご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

１．事前説明会及び建物敷地売却決議集会（臨時総会）の開催日時・場所
	会議名
	開催場所
	日時

	事前説明会
	
	

	建物敷地売却決議集会（臨時総会）
	
	



２．会議の議事
	




３．議案の要領（区分所有法第64条の６第２項に基づき建物敷地売却決議で定めるべき事項）
①　売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
	




②　売却による代金の見込額
	[bookmark: _Hlk218521935]




③　売却によって各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
	




４．区分所有法第64条の６第３項において準用する区分所有法第62条第７項に基づく通知事項
①　建物及びその敷地（これに関する権利を含む。）の売却を必要とする理由
	




②　建物及びその敷地（これに関する権利を含む。）の売却をしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳
	




③　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
	




④　建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
	




５．その他の確認事項
①　除却等計画の概要
	




②　事業実施段階における専門家の参画・選定方法
	




③　建物敷地売却不参加者への売渡し請求の方法
	




④　補償金の支払に関する事項
	




備考
１　不要な部分は消すこと。
２　上記２．の会議の議事について、下記の記載例のように建物敷地売却決議とともに除却等計画の認定の申請に係る決議を行うことも考えられる。その場合は、上記３．の議案の要領にも追加すること。
	【記載例】
・（マンション名）の建物敷地売却決議に関する件
・（マンション名）に係る除却等計画の認定の申請に関する件


３　上記５．①については、除却等計画を作成している場合のみ記載すること。


　　年　　月　　日

建物取壊し敷地売却決議集会（臨時総会）招集通知

区分所有者　各位

（マンションの所在地）
（集会招集者名）

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第64条の７第１項に基づく建物取壊し敷地売却決議集会（臨時総会）を下記の通り招集します。
あわせて、区分所有法第64条の７第３項において準用する区分所有法第62条第８項に基づく事前説明会を下記の通り開催しますので、区分所有者各位におかれましては、建物取壊し敷地売却決議集会（臨時総会）及び事前説明会にご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

１．事前説明会及び建物取壊し敷地売却決議集会（臨時総会）の開催日時・場所
	会議名
	開催場所
	日時

	事前説明会
	
	

	建物取壊し敷地売却決議集会（臨時総会）
	
	



２．会議の議事
	




３．議案の要領（区分所有法第64条の７第２項に基づき建物取壊し敷地売却決議で定めるべき事項）
①　建物の取壊しに要する費用の概算額
	




②　上記①の費用の分担に関する事項
	




③　売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
	




④　売却による代金の見込額
	




⑤　売却によって各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
	




４．区分所有法第64条の７第３項において準用する区分所有法第62条第７項に基づく通知事項
①　建物の取壊し及び建物の敷地（これに関する権利を含む。）の売却を必要とする理由
	




②　建物の取壊し及び建物の敷地（これに関する権利を含む。）の売却をしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳
	




③　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
	




④　建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
	




５．その他の確認事項
①　事業実施段階における専門家の参画・選定方法
	




②　建物取壊し敷地売却不参加者への売渡し請求の方法
	




③　補償金の支払に関する事項
	




備考
不要な部分は消すこと。


　　年　　月　　日

[bookmark: _Hlk218525216]団地内建物敷地売却決議集会（臨時総会）招集通知

団地建物所有者　各位

（マンションの所在地）
（集会招集者名）

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第71条第１項に基づく団地内建物敷地売却決議集会（臨時総会）を下記の通り招集します。
あわせて、区分所有法第71条第５項において準用する区分所有法第62条第８項に基づく事前説明会を下記の通り開催しますので、団地建物所有者各位におかれましては、団地内建物敷地売却決議集会（臨時総会）及び事前説明会にご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

１．事前説明会及び団地内建物敷地売却決議集会（臨時総会）の開催日時・場所
	会議名
	開催場所
	日時

	事前説明会
	
	

	団地内建物敷地売却決議集会（臨時総会）
	
	



２．会議の議事
	




３．議案の要領（区分所有法第71条第４項に基づき団地内建物敷地売却決議で定めるべき事項）
①　売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
	




②　売却による代金の見込額
	




③　売却によって各団地内建物所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
	




４．区分所有法第71条第５項において準用する区分所有法第62条第７項に基づく通知事項
①　建物及びその敷地（これに関する権利を含む。）の売却を必要とする理由
	




②　建物及びその敷地（これに関する権利を含む。）の売却をしないとした場合における当該建物の効用の維持又は回復（建物が通常有すべき効用の確保を含む。）をするのに要する費用の額及びその内訳
	




③　建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容
	




④　建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
	




５．その他の確認事項
①　除却等計画の概要
	




②　事業実施段階における専門家の参画・選定方法
	




③　建物敷地売却不参加者への売渡し請求の方法
	




④　補償金の支払に関する事項
	




備考
１　不要な部分は消すこと。
２　上記２．の会議の議事について、下記の記載例のように団地内建物敷地売却決議とともに除却等計画の認定の申請に係る決議を行うことも考えられる。その場合は、上記３．の議案の要領にも追加すること。
	【記載例】
・（団地名）の団地内建物敷地売却決議に関する件
・（団地名）に係る除却等計画の認定の申請に関する件


３　上記５．①については、除却等計画を作成している場合のみ記載すること。


　　年　　月　　日

敷地売却決議集会招集通知

敷地共有者等　各位

（滅失したマンションの所在地）
（集会招集者名）

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第76条第１項に基づく敷地売却決議集会を下記の通り招集します。
あわせて、区分所有法第76条第３項において準用する区分所有法第75条第６項に基づく事前説明会を下記の通り開催しますので、敷地共有者等各位におかれましては、敷地売却決議集会及び事前説明会にご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

１．事前説明会及び敷地売却決議集会の開催日時・場所
	会議名
	開催場所
	日時

	事前説明会
	
	

	敷地売却決議集会
	
	



２．会議の議事
	




３．議案の要領（区分所有法第76条第２項に基づき敷地売却決議で定めるべき事項）
①　売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
	




②　売却による代金の見込額
	




４．区分所有法第76条第３項において準用する区分所有法第75条第５項に基づく通知事項
○　敷地の売却を必要とする理由
	




５．その他の確認事項
①　事業実施段階における専門家の参画・選定方法
	




②　敷地売却不参加者への売渡し請求の方法
	




③　補償金の支払に関する事項
	




備考
不要な部分は消すこと。


　　年　　月　　日

一括敷地売却決議集会招集通知

団地建物所有者等　各位

（滅失した団地の所在地）
（集会招集者名）

建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第85条第１項に基づく一括敷地売却決議集会を下記の通り招集します。
あわせて、区分所有法第85条第４項において準用する区分所有法第62条第８項に基づく事前説明会を下記の通り開催しますので、団地建物所有者等各位におかれましては、敷地売却決議集会及び事前説明会にご出席いただきますようお願い申し上げます。

記

１．事前説明会及び敷地売却決議集会の開催日時・場所
	会議名
	開催場所
	日時

	事前説明会
	
	

	一括敷地売却決議集会
	
	



２．会議の議事
	




３．議案の要領（区分所有法第85条第３項に基づき一括敷地売却決議で定めるべき事項）
①　売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
	




②　売却による代金の見込額
	




４．その他の確認事項
①　事業実施段階における専門家の参画・選定方法
	




②　一括敷地売却不参加者への売渡し請求の方法
	




③　補償金の支払に関する事項
	




備考
１　不要な部分は消すこと。
参考様式２－①　売却決議集会招集通知書（決議別）
２　当該決議は、団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、団地内の全部の建物が滅失したときのみ行うことができることに留意すること。
（集会招集者名）　殿

（議決権行使者名）
（号棟・号室）

議決権行使書

下記物件の建物の区分所有等に関する法律｛第64条の６第１項に基づく建物敷地売却決議集会（臨時総会）／第64条の７第１項に基づく建物取壊し敷地売却決議集会（臨時総会）／第71条第１項に基づく団地内建物敷地売却決議集会（臨時総会）／第76条第１項に基づく敷地売却決議集会／第85条第１項に基づく一括敷地売却決議集会｝において、同集会に関する招集通知書及び議案の要領を確認の上、下記議案についてこの書面をもって以下の通り議決権を行使します。

　　年　　月　　日

	議案
	議案への賛否

	
	賛成　・　反対
（いずれかに○をつけて下さい。）



〔物件の表示〕
	マンションの所在地
	

	マンションの名称
	
（　　　　号棟）



[bookmark: _Hlk216884992]現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
[bookmark: _Hlk225257535]　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）
[bookmark: _Hlk216891937]
備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　団地内のマンションである場合は、「マンションの名称」欄に棟番号を記載すること。
参考様式２－②　売却決議集会における議決権行使書
[bookmark: _Hlk225257670][bookmark: _Hlk225259277]３　建物の区分所有等に関する法律第71条第１項に基づく団地内建物敷地売却決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者）」とし、同法第76条に基づく再建決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「滅失したマンション」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 敷地共有者等）」とし、同法第85条第１項に基づく一括敷地売却決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者等）」とすること。
（集会招集者名）　殿

（共有代表者名）
（号棟・号室）

議決権行使者選定届出書

　　年　　月　　日に開催される下記物件の建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）｛第64条の６第１項に基づく建物敷地売却決議集会（臨時総会）／第64条の７第１項に基づく建物取壊し敷地売却決議集会（臨時総会）／第71条第１項に基づく団地内建物敷地売却決議集会（臨時総会）／第76条第１項に基づく敷地売却決議集会／第85条第１項に基づく一括敷地売却決議集会｝における議決権を行使することに関して、（議決権行使者名）を区分所有法第40条に基づく共有代表者と定めましたので届け出ます。

　　年　　月　　日

〔物件の表示〕
	マンションの所在地
	

	マンションの名称
	
（　　　　号棟）



＜共有代表者＞
現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）
＜共有者＞
現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）
＜共有者＞
現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　団地内のマンションである場合は、「マンションの名称」欄に棟番号を記載すること。
３　区分所有法第71条第１項に基づく団地内建物敷地売却決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者）」とし、区分所有法第76条に基づく再建決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「滅失したマンション」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 敷地共有者等）」とし、区分所有法第85条第１項に基づく一括敷地売却決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者等）」とすること。
４　共有者の現住所及び氏名の欄は、共有者の数に応じて適宜増やすこと。
参考様式２－③　売却決議集会における議決権行使者選定届出書

（集会招集者名）　殿

（議決権行使者名）
（号棟・号室）

委任状

下記物件の建物の区分所有等に関する法律｛第64条の６第１項に基づく建物敷地売却決議集会（臨時総会）／第64条の７第１項に基づく建物取壊し敷地売却決議集会（臨時総会）／第71条第１項に基づく団地内建物敷地売却決議集会（臨時総会）／第76条第１項に基づく敷地売却決議集会／第85条第１項に基づく一括敷地売却決議集会｝における議決権を行使することに関して、（代理人名）を代理人と定め、一切を委任します。

　　年　　月　　日

〔物件の表示〕
	マンションの所在地
	

	マンションの名称
	
（　　　　号棟）



現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　団地内のマンションである場合は、「マンションの名称」欄に棟番号を記載すること。
参考様式２－④　売却決議集会の議決権行使委任状
３　建物の区分所有等に関する法律第71条第１項に基づく団地内建物敷地売却決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者）」とし、同法第76条に基づく再建決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「滅失したマンション」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 敷地共有者等）」とし、同法第85条第１項に基づく一括敷地売却決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者等）」とすること。
　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　殿

（マンションの所在地）
（マンションの名称）
（集会招集者名）

催告書

　　年　　月　　日に開催された建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）に基づく（管理組合名）の建物敷地売却決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての建物敷地売却決議が成立しましたが、貴殿は上記集会において建物敷地売却決議に賛成されませんでした。
[bookmark: _Hlk219915409]つきましては、区分所有法第64条の６第３項において準用する区分所有法第63条第１項に基づき、売却に参加するか参加しないかを回答いただきますよう催告いたします。
なお、区分所有法第64条の６第３項において準用する区分所有法第63条第３項に基づき、貴殿が本催告書を受けた日から２ヶ月以内に回答いただきますようお願いいたします。区分所有法第64条の６第３項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により、期間内に回答がない場合は、売却に参加しない旨を回答したものとみなされますので、申し添えます。

〔物件の表示〕
マンションの所在地　
マンションの名称　　　（　　号棟）

備考
１　催告は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、規定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
２　団地内のマンションである場合は、「マンションの名称」欄に棟番号を記載すること。


　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　殿

（マンションの所在地）
（マンションの名称）
（集会招集者名）

催告書

[bookmark: _Hlk219917635]　　年　　月　　日に開催された建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）に基づく（管理組合名）の建物取壊し敷地売却決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての建物取壊し敷地売却決議が成立しましたが、貴殿は上記集会において建物取壊し敷地売却決議に賛成されませんでした。
つきましては、区分所有法第64条の７第３項において準用する区分所有法第63条第１項に基づき、売却に参加するか参加しないかを回答いただきますよう催告いたします。
なお、区分所有法第64条の７第３項において準用する区分所有法第63条第３項に基づき、貴殿が本催告書を受けた日から２ヶ月以内に回答いただきますようお願いいたします。区分所有法第64条の７第３項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により、期間内に回答がない場合は、売却に参加しない旨を回答したものとみなされますので、申し添えます。

〔物件の表示〕
マンションの所在地　
マンションの名称　　　（　　号棟）

備考
１　催告は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、規定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
２　団地内のマンションである場合は、「マンションの名称」欄に棟番号を記載すること。


　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　殿

（団地の所在地）
（団地の名称）
（集会招集者名）

催告書

　　年　　月　　日に開催された建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）に基づく（団地管理組合名）の団地内建物敷地売却決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての団地内建物敷地売却決議が成立しましたが、貴殿は上記集会において団地内建物敷地売却決議に賛成されませんでした。
つきましては、区分所有法第71条第５項において準用する区分所有法第63条第１項に基づき、売却に参加するか参加しないかを回答いただきますよう催告いたします。
なお、区分所有法第71条第５項において準用する区分所有法第63条第３項に基づき、貴殿が本催告書を受けた日から２ヶ月以内に回答いただきますようお願いいたします。区分所有法第71条第５項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により、期間内に回答がない場合は、売却に参加しない旨を回答したものとみなされますので、申し添えます。

〔物件の表示〕
団地の所在地　
団地の名称　

備考
催告は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、規定の行数・字数があるため詳細を確認すること。


　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　殿

（滅失したマンションの所在地）
（滅失したマンションの名称）
（集会招集者名）

催告書

　　年　　月　　日に開催された建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）に基づく敷地売却決議集会において、下記の物件についての敷地売却決議が成立しましたが、貴殿は上記集会において敷地売却決議に賛成されませんでした。
つきましては、区分所有法第76条第３項において準用する区分所有法第63条第１項に基づき、売却に参加するか参加しないかを回答いただきますよう催告いたします。
なお、区分所有法第76条第３項において準用する区分所有法第63条第３項に基づき、貴殿が本催告書を受けた日から２ヶ月以内に回答いただきますようお願いいたします。区分所有法第76条第３項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により、期間内に回答がない場合は、売却に参加しない旨を回答したものとみなされますので、申し添えます。

〔物件の表示〕
滅失したマンションの所在地　
滅失したマンションの名称　　　（　　号棟）

備考
１　催告は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、規定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
２　滅失したマンションが団地内のマンションであった場合は、「滅失したマンションの名称」欄に棟番号を記載すること。


　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　殿

（滅失した団地の所在地）
（滅失した団地の名称）
（集会招集者名）

催告書

　　年　　月　　日に開催された建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）に基づく一括敷地売却決議集会において、下記の物件についての一括敷地売却決議が成立しましたが、貴殿は上記集会において一括敷地売却決議に賛成されませんでした。
つきましては、区分所有法第85条第４項において準用する区分所有法第63条第１項に基づき、売却に参加するか参加しないかを回答いただきますよう催告いたします。
なお、区分所有法第85条第４項において準用する区分所有法第63条第３項に基づき、貴殿が本催告書を受けた日から２ヶ月以内に回答いただきますようお願いいたします。区分所有法第85条第４項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により、期間内に回答がない場合は、売却に参加しない旨を回答したものとみなされますので、申し添えます。

〔物件の表示〕
滅失した団地の所在地　
滅失した団地の名称　

備考
参考様式３－①　参加・不参加の回答の催告書（決議別）
催告は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、規定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
　　年　　月　　日
（集会招集者名）　殿

（回答者名）
（号棟・号室）

回答書

　　年　　月　　日に開催された建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）に基づく下記物件に関する｛建物敷地売却決議集会（臨時総会）／建物取壊し敷地売却決議集会（臨時総会）／団地内建物敷地売却決議集会（臨時総会）／敷地売却決議集会／一括敷地売却決議集会｝において議決された内容について、区分所有法｛第64条の６第３項／第64条の７第３項／第71条第５項／第76条第３項／第85条第４項｝において準用する区分所有法第63条第２項に基づき売却に参加するか参加しないかを以下の通り回答します。

	参加　　　・　　　不参加
（いずれかに○を付けて下さい）



〔物件の表示〕
	マンションの所在地
	

	マンションの名称
	
（　　　　号棟）



現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　団地内のマンションである場合は、「マンションの名称」欄に棟番号を記載すること。
参考様式３－②Ⅰ　催告に対する回答書
３　区分所有法第71条第１項に基づく団地内建物敷地売却決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者）」とし、区分所有法第76条に基づく再建決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「滅失したマンション」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 敷地共有者等）」とし、区分所有法第85条第１項に基づく一括敷地売却決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者等）」とすること。
　　年　　月　　日
（集会招集者名）　殿

（回答者名）
（号棟・号室）

回答書

　　年　　月　　日に開催された建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）に基づく下記物件に関する｛建物敷地売却決議集会（臨時総会）／建物取壊し敷地売却決議集会（臨時総会）／団地内建物敷地売却決議集会（臨時総会）／敷地売却決議集会／一括敷地売却決議集会｝において議決された内容について、区分所有法｛第64条の６第３項／第64条の７第３項／第71条第５項／第76条第３項／第85条第４項｝において準用する区分所有法第63条第３項に基づき売却に参加するか参加しないかを以下の通り回答します。

	参加　　　・　　　不参加
（いずれかに○を付けて下さい）



〔物件の表示〕
	マンションの所在地
	

	マンションの名称
	
（　　　　号棟）



[bookmark: OLE_LINK1]＜共有代表者＞
現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）
＜共有者＞
現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）
＜共有者＞
現住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　 （　　号棟　　号室 区分所有者）

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　団地内のマンションである場合は、「マンションの名称」欄に棟番号を記載すること。
参考様式３－②Ⅱ　催告に対する回答書（共有の場合）
３　区分所有法第71条第１項に基づく団地内建物敷地売却決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者）」とし、区分所有法第76条に基づく再建決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「滅失したマンション」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 敷地共有者等）」とし、区分所有法第85条第１項に基づく一括敷地売却決議集会に係るものである場合は、「マンション」を「団地」と、「（　　号棟　　号室 区分所有者）」を「（　　号棟　　号室 団地建物所有者等）」とすること。
　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

売渡し請求通知

　　年　　月　　日に開催された（管理組合名）の建物敷地売却決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての建物敷地売却決議が成立しました。建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第64条の６第３項において準用する区分所有法第63条第１項の規定に基づき、（集会招集者名）が貴殿に対して売却に参加するか否かの回答を求める催告書を送付し、貴殿より参加しない旨の回答がありました。
（請求者名）は、区分所有法第64条の６第３項において準用する区分所有法第63条第５項の規定に基づき、貴殿の区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求いたします。
なお、当該売渡請求権は形成権であり、本請求が貴殿に到達することにより、法律上当然に売買契約が成立し、区分所有権及び敷地利用権は（請求者名）に移転いたします。また、（請求者名）に、売買代金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿には当該専有部分の明渡し及び権利の移転登記義務が生じますので、ご承知下さい。

〔物件の表示〕
区分所有権関係
所在　
階数　　　階
部屋番号　　　号室
専有部分面積　　　平方メートル
敷地利用権関係
所在　
敷地面積　　　平方メートル
敷地権の種類　（所有権・地上権・借地権・定期借地権）
敷地権割合
区分所有権及び敷地利用権の価額　　　　　円

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　売渡請求権は、区分所有法第63条第５項（区分所有法第64条の６第３項において準用する場合を含む。）の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第121条第１項の規定により行う場合は、マンション等売却組合が請求することができる。
①建物敷地売却決議に賛成した各区分所有者（承継人を含む。）
②建物敷地売却決議の内容により売却に参加する旨を回答した各区分所有者（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者
４　上記は参加しない旨の回答があった場合の例であり、回答がなかった場合は、本文中「貴殿より参加しない旨の回答がありました」を「回答のないまま法定の２ヶ月の催告期間が終了しましたので、区分所有法第64条の６第３項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により売却に参加しない旨の回答があったものとみなされます」とすること。
５　マンション再生円滑化法に基づき売渡し請求を行う場合は、本文中「区分所有法第64条の６第３項において準用する区分所有法第63条第５項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第121条第１項」とすること。


　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

売渡し請求通知

　　年　　月　　日に開催された（管理組合名）の建物取壊し敷地売却決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての建物取壊し敷地売却決議が成立しました。建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第64条の７第３項において準用する区分所有法第63条第１項の規定に基づき、（集会招集者名）が貴殿に対して売却に参加するか否かの回答を求める催告書を送付し、貴殿より参加しない旨の回答がありました。
（請求者名）は、区分所有法第64条の７第３項において準用する区分所有法第63条第５項の規定に基づき、貴殿の区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求いたします。
なお、当該売渡請求権は形成権であり、本請求が貴殿に到達することにより、法律上当然に売買契約が成立し、区分所有権及び敷地利用権は（請求者名）に移転いたします。また、（請求者名）に、売買代金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿には当該専有部分の明渡し及び権利の移転登記義務が生じますので、ご承知下さい。

〔物件の表示〕
区分所有権関係
所在　
階数　　　階
部屋番号　　　号室
専有部分面積　　　平方メートル
敷地利用権関係
所在　
敷地面積　　　平方メートル
敷地権の種類　（所有権・地上権・借地権・定期借地権）
敷地権割合
区分所有権及び敷地利用権の価額　　　　　円

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　売渡請求権は、区分所有法第63条第５項（区分所有法第64条の７第３項において準用する場合を含む。）の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第121条第１項の規定により行う場合は、マンション等売却組合が請求することができる。
①建物取壊し敷地売却決議に賛成した各区分所有者（承継人を含む。）
②建物取壊し敷地売却決議の内容により建物の取壊し及び建物の敷地の売却に参加する旨を回答した各区分所有者（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者
４　上記は参加しない旨の回答があった場合の例であり、回答がなかった場合は、本文中「貴殿より参加しない旨の回答がありました」を「回答のないまま法定の２ヶ月の催告期間が終了しましたので、区分所有法第64条の７第３項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により売却に参加しない旨の回答があったものとみなされます」とすること。
５　マンション再生円滑化法に基づき売渡し請求を行う場合は、本文中「区分所有法第64条の７第３項において準用する区分所有法第63条第５項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第121条第１項」とすること。


　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

売渡し請求通知

　　年　　月　　日に開催された（団地管理組合名）の団地内建物敷地売却決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての団地内建物敷地売却決議が成立しました。建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第71条第５項において準用する区分所有法第63条第１項の規定に基づき、（集会招集者名）が貴殿に対して売却に参加するか否かの回答を求める催告書を送付し、貴殿より参加しない旨の回答がありました。
（請求者名）は、区分所有法第71条第５項において準用する区分所有法第63条第５項の規定に基づき、貴殿の区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求いたします。
なお、当該売渡請求権は形成権であり、本請求が貴殿に到達することにより、法律上当然に売買契約が成立し、区分所有権及び敷地利用権は（請求者名）に移転いたします。また、（請求者名）に、売買代金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿には当該専有部分の明渡し及び権利の移転登記義務が生じますので、ご承知下さい。

〔物件の表示〕
区分所有権関係
所在　
階数　　　階
部屋番号　　　号室
専有部分面積　　　平方メートル
敷地利用権関係
所在　
敷地面積　　　平方メートル
敷地権の種類　（所有権・地上権・借地権・定期借地権）
敷地権割合
区分所有権及び敷地利用権の価額　　　　　円

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　売渡請求権は、区分所有法第63条第５項（区分所有法第71条第５項において準用する場合を含む。）の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第121条第１項の規定により行う場合は、マンション等売却組合が請求することができる。
①団地内建物敷地売却決議に賛成した各区分所有者（承継人を含む。）
②団地内建物敷地売却決議の内容により売却に参加する旨を回答した各区分所有者（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により区分所有権及び敷地利用権を買い受けることができる者として指定された者
４　上記は参加しない旨の回答があった場合の例であり、回答がなかった場合は、本文中「貴殿より参加しない旨の回答がありました」を「回答のないまま法定の２ヶ月の催告期間が終了しましたので、区分所有法第71条第５項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により売却に参加しない旨の回答があったものとみなされます」とすること。
５　マンション再生円滑化法に基づき売渡し請求を行う場合は、本文中「区分所有法第71条第５項において準用する区分所有法第63条第５項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第121条第１項」とすること。


　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

売渡し請求通知

　　年　　月　　日に開催されたの敷地売却決議集会において、下記の物件についての敷地売却決議が成立しました。建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第76条第３項において準用する区分所有法第63条第１項の規定に基づき、（集会招集者名）が貴殿に対して売却に参加するか否かの回答を求める催告書を送付し、貴殿より参加しない旨の回答がありました。
（請求者名）は、区分所有法第76条第３項において準用する区分所有法第63条第５項の規定に基づき、貴殿の区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求いたします。
なお、当該売渡請求権は形成権であり、本請求が貴殿に到達することにより、法律上当然に売買契約が成立し、区分所有権及び敷地利用権は（請求者名）に移転いたします。また、（請求者名）に、売買代金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿には当該専有部分の明渡し及び権利の移転登記義務が生じますので、ご承知下さい。

〔物件の表示〕
敷地共有持分等関係
所在　
敷地面積　　　平方メートル
敷地権の種類　（所有権・地上権・借地権・定期借地権）
敷地権割合
敷地共有持分等の価額　　　　　円

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　売渡請求権は、区分所有法第63条第５項（区分所有法第76条第３項において準用する場合を含む。）の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第121条第１項の規定により行う場合は、マンション等売却組合が請求することができる。
①敷地売却決議に賛成した各敷地共有者等（承継人を含む。）
②敷地売却決議の内容により売却に参加する旨を回答した各敷地共有者等（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により敷地共有持分等を買い受けることができる者として指定された者
４　上記は参加しない旨の回答があった場合の例であり、回答がなかった場合は、本文中「貴殿より参加しない旨の回答がありました」を「回答のないまま法定の２ヶ月の催告期間が終了しましたので、区分所有法第76条第３項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により売却に参加しない旨の回答があったものとみなされます」とすること。
５　マンション再生円滑化法に基づき売渡し請求を行う場合は、本文中「区分所有法第76条第３項において準用する区分所有法第63条第５項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第121条第１項」とすること。


　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

売渡し請求通知

　　年　　月　　日に開催されたの一括敷地売却決議集会において、下記の物件についての一括敷地売却決議が成立しました。建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第85条第４項において準用する区分所有法第63条第１項の規定に基づき、（集会招集者名）が貴殿に対して売却に参加するか否かの回答を求める催告書を送付し、貴殿より参加しない旨の回答がありました。
（請求者名）は、区分所有法第85条第４項において準用する区分所有法第63条第５項の規定に基づき、貴殿の区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求いたします。
なお、当該売渡請求権は形成権であり、本請求が貴殿に到達することにより、法律上当然に売買契約が成立し、区分所有権及び敷地利用権は（請求者名）に移転いたします。また、（請求者名）に、売買代金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿には当該専有部分の明渡し及び権利の移転登記義務が生じますので、ご承知下さい。

〔物件の表示〕
敷地共有持分等関係
所在　
敷地面積　　　平方メートル
敷地権の種類　（所有権・地上権・借地権・定期借地権）
敷地権割合
敷地共有持分等の価額　　　　　円

備考
１　不要な部分は消すこと。｛｝の部分については、該当する部分のみを残して不要な部分を消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　売渡請求権は、区分所有法第63条第５項（区分所有法第85条第４項において準用する場合を含む。）の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第121条第１項の規定により行う場合は、マンション等売却組合が請求することができる。
①一括敷地売却決議に賛成した各団地建物所有者等（承継人を含む。）
②一括敷地売却決議の内容により売却に参加する旨を回答した各団地建物所有者等（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により敷地共有持分等を買い受けることができる者として指定された者
４　上記は参加しない旨の回答があった場合の例であり、回答がなかった場合は、本文中「貴殿より参加しない旨の回答がありました」を「回答のないまま法定の２ヶ月の催告期間が終了しましたので、区分所有法第85条第４項において準用する区分所有法第63条第４項の規定により売却に参加しない旨の回答があったものとみなされます」とすること。
参考様式３－③　売渡し請求通知（決議別）
５　マンション再生円滑化法に基づき売渡し請求を行う場合は、本文中「区分所有法第85条第４項において準用する区分所有法第63条第５項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第121条第１項」とすること。
　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

賃貸借の終了請求通知

　　年　　月　　日に開催された（管理組合名）の建物敷地売却決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての建物敷地売却決議が成立しました。
（請求者名）は、建物の区分所有等に関する法律第64条の６第３項において準用する同法第64条の２第１項の規定に基づき、賃貸借の終了を請求いたします。
本請求は、法律上の形成権であるため、貴殿が有する賃借権は、本請求があった日から６月を経過することによって終了いたします。また、（請求者名）に、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿が有する賃借権に係る専有部分の明渡し義務が生じますので、ご承知下さい。

記

〔物件の表示〕
物件の名称　
物件の所在地　

〔賃貸借の表示〕
賃貸人　
賃借人（被請求者）　
賃貸借契約の日　　　年　　月　　日
賃貸借に係る専有部分　　　階　　号室
賃貸借に係る専有部分の用途　（店舗・事務所・住宅のいずれか）

以上

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　賃貸借の終了請求は、建物の区分所有等に関する法律第64条の２第１項（同法第64条の６第３項において準用する場合を含む。）の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第122条第１項の規定により行う場合は、マンション等売却組合が請求することができる。
[bookmark: _Hlk225367976]①建物敷地売却決議に賛成した各区分所有者（承継人を含む。）
②建物敷地売却決議の内容により売却に参加する旨を回答した各区分所有者（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者
④賃貸されている専有部分の区分所有者
５　マンション再生円滑化法に基づき賃貸借の終了請求を行う場合は、本文中「建物の区分所有等に関する法律第64条の６第３項において準用する同法第64条の２第１項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第122条第１項」とし、請求者としてマンション等売却組合の名称と当該組合の理事長名を記載すること。



　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

賃貸借の終了請求通知

　　年　　月　　日に開催された（管理組合名）の建物取壊し敷地売却決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての建物取壊し敷地売却決議が成立しました。
（請求者名）は、建物の区分所有等に関する法律第64条の７第３項において準用する同法第64条の２第１項の規定に基づき、賃貸借の終了を請求いたします。
本請求は、法律上の形成権であるため、貴殿が有する賃借権は、本請求があった日から６月を経過することによって終了いたします。また、（請求者名）に、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿が有する賃借権に係る専有部分の明渡し義務が生じますので、ご承知下さい。

記

〔物件の表示〕
物件の名称　
物件の所在地　

〔賃貸借の表示〕
賃貸人　
賃借人（被請求者）　
賃貸借契約の日　　　年　　月　　日
賃貸借に係る専有部分　　　階　　号室
賃貸借に係る専有部分の用途　（店舗・事務所・住宅のいずれか）

以上

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　賃貸借の終了請求は、建物の区分所有等に関する法律第64条の２第１項（同法第64条の７第３項において準用する場合を含む。）の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第122条第１項の規定により行う場合は、マンション等売却組合が請求することができる。
①建物取壊し敷地売却決議に賛成した各区分所有者（承継人を含む。）
②建物取壊し敷地売却決議の内容により建物の取壊し及び建物の敷地の売却に参加する旨を回答した各区分所有者（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者
④賃貸されている専有部分の区分所有者
５　マンション再生円滑化法に基づき賃貸借の終了請求を行う場合は、本文中「建物の区分所有等に関する法律第64条の７第３項において準用する同法第64条の２第１項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第122条第１項」とし、請求者としてマンション等売却組合の名称と当該組合の理事長名を記載すること。


　　年　　月　　日
（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

賃貸借の終了請求通知

　　年　　月　　日に開催された（管理組合名）の団地内建物敷地売却決議集会（臨時総会）において、下記の物件についての団地内建物敷地売却決議が成立しました。
（請求者名）は、建物の区分所有等に関する法律第71条第５項において準用する同法第64条の２第１項の規定に基づき、賃貸借の終了を請求いたします。
本請求は、法律上の形成権であるため、貴殿が有する賃借権は、本請求があった日から６月を経過することによって終了いたします。また、（請求者名）に、賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金の支払義務が生じるのと同時に、貴殿が有する賃借権に係る専有部分の明渡し義務が生じますので、ご承知下さい。

記

〔物件の表示〕
物件の名称　
物件の所在地　

〔賃貸借の表示〕
賃貸人　
賃借人（被請求者）　
賃貸借契約の日　　　年　　月　　日
賃貸借に係る専有部分　　　階　　号室
賃貸借に係る専有部分の用途　（店舗・事務所・住宅のいずれか）

以上

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該請求は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　賃貸借の終了請求は、建物の区分所有等に関する法律第64条の２第１項（同法第71条第５項において準用する場合を含む。）の規定により以下の者が請求することができる。また、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「マンション再生円滑化法」という。）第122条第１項の規定により行う場合は、マンション等売却組合が請求することができる。
①団地内建物敷地売却決議に賛成した各区分所有者（承継人を含む。）
②団地内建物敷地売却決議の内容により売却に参加する旨を回答した各区分所有者（承継人を含む。）
③上記①及び②の者の全員の合意により賃貸借の終了を請求することができる者として指定された者
④賃貸されている専有部分の区分所有者
５　マンション再生円滑化法に基づき賃貸借の終了請求を行う場合は、本文中「建物の区分所有等に関する法律第71条第５項において準用する同法第64条の２第１項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第122条第１項」とし、請求者としてマンション等売却組合の名称と当該組合の理事長名を記載すること。



参考様式３－④Ⅰ　賃貸借の終了請求通知（決議別）

　　年　　月　　日

（被請求者の住所）
（被請求者の氏名）　殿

（請求者の住所）
（請求者名）

賃貸借の終了に伴う明渡し通知

貴殿の占有する下記物件について、（請求者名）は、　　年　　月　　日に賃貸借の終了を請求いたしました。当該請求から６月が経過しましたので、建物の区分所有等に関する法律第64条の２第２項の規定に基づき下記物件に係る賃貸借は終了いたしました。
つきましては、（請求者名）は、貴殿に対し、下記補償金と引き換えに、下記物件を明け渡すよう通知いたします。

記

〔物件の表示〕
物件の名称　
物件の所在地　

〔賃貸借の表示〕
賃貸人　
賃借人（被請求者）　
賃貸借契約の日　　　年　　月　　日
賃貸借に係る専有部分　　　階　　号室
賃貸借に係る専有部分の用途　（店舗・事務所・住宅のいずれか）

〔補償金の表示〕
賃貸借の終了により通常生ずる損失の補償金　　　　　円

以上

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該通知は、内容証明郵便（配達証明付き）の方法によること。作成にあたっては、既定の行数・字数があるため詳細を確認すること。
３　マンション再生円滑化法に基づく賃貸借の終了請求である場合は、本文中「建物の区分所有等に関する法律第64条の２第２項」を「マンションの再生等の円滑化に関する法律第122条第２項」とし、請求者としてマンション等売却組合の名称と当該組合の理事長名を記載すること。



参考様式３－④Ⅱ　賃貸借の終了請求後の明渡し通知

　　年　　月　　日
（都道府県知事等名）　殿
○○マンション等売却組合設立認可申請者
住所
氏名
（以下連署）

○○マンション等売却組合設立認可申請書

マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「法」という。）第113条第１項の規定により、マンション等売却組合の設立の認可を受けたいので、下記の書類を添えて申請します。

記

１　定款

２　資金計画

３　マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第58条第１項に掲げる書類
⑴　認可を申請しようとする者が売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地の売却合意者であることを証する書類
・　登記簿謄本、議決権行使書　他
⑵　法第113条第２項の規定による集会の決議を得たことを証する書類
・　区分所有者集計表
・　区分所有者名簿（売却賛成・不賛成）
・　売却マンションとなるべきマンションの管理規約の写し又は売却敷地となるべき土地の建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第73条において準用する第30条第１項の規約の写し
・　売却合意者集計表
・　売却合意者名簿（マンション等売却組合設立賛成・不賛成）
・　登記簿謄本　他
⑶　法第113条第２項各号に掲げるマンション又は土地についての売却決議の内容を記載した書類
・　売却決議を行った際の集会の議事録
・　売却決議の決議事項を記載した書類（集会の招集通知、議案の要領）　他
⑷　申請に係るマンションが区分所有法第62条第２項各号のいずれかに該当することを証する書類
・　要除却等認定実務マニュアル（令和８年３月改訂）３．３．２に示す調査報告書　他
⑸　売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第２条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
・　災害対策基本法第90条の２の罹災証明書　他
⑹　マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行うことが、売却等マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であることを証する書類
⑺　売却等マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するための計画又は売却敷地の区域において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するための計画
[bookmark: _Hlk220432767][bookmark: _Hlk220432993][bookmark: _Hlk220432659]⑻　売却等マンション（認定除却等計画に係る売却決議マンション等を除く。）の除却等をした後の土地又は売却敷地を売却した後の土地の利用に関する内容を記載した計画
⑼　当該申請に係るマンションが法第163条の56第２項各号のいずれにも該当しないことを証する書類

備考
[bookmark: _Hlk218506406]１　この様式においては、建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、団地内建物敷地売却決議、敷地売却決議及び一括敷地売却決議を総称して「売却決議」と記載している。
２　上記３⑷の書類は、法第118条第２項第１号イからハまでに掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合のみ添付すること。
３　上記３⑸の書類は、法第113条第１項の認可の申請に係る売却決議が被災区分所有法第５条第２項の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の６第１項の規定によりされた建物敷地売却決議若しくは区分所有法第64条の７第１項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議、被災区分所有法第８条の規定により読み替えて適用される区分所有法第71条第１項の規定によりされた団地内建物敷地売却決議、被災区分所有法第２条の規定により読み替えて適用される区分所有法第76条第一項の規定によりされた敷地売却決議又は被災区分所有法第10条第２項の規定により読み替えて適用される区分所有法第85条第１項の規定によりされた一括敷地売却決議である場合のみ添付すること。
４　上記３⑹の書類は、マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行う場合のみ添付すること。
[bookmark: _Hlk220431654]５　上記３⑺の書類は、売却等マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合又は売却敷地の区域において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合のみ添付すること。
参考様式４－①Ⅰ　組合設立認可申請書
６　上記３⑼の書類は、法第118条第２項第２号に掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合のみ添付すること。
売却を必要とする理由書

（　　年　　月　　日作成）

売却を必要とする理由（再生又は改修を選択しない理由）
	






備考
１　当該書類は、マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行う場合のみ作成すること。
２　新築マンションを転売する場合など、売却等マンションの居住者の居住環境の改善に繋がらないと考えられる場合は、売却を必要とする理由に該当しないことに留意すること。

参考様式４－①Ⅱ　売却を必要とする理由書

居住していたマンションに代わる建築物の提供等に関する計画

（　　年　　月　　日作成）

イ　作成者
	氏名又は名称
	

	住所又は主たる事務所の所在地
	



ロ　作成協力者
	氏名又は名称
	

	住所又は主たる事務所の所在地
	



ハ　居住者（区分所有者又は借家権者）の意向確認の状況
	






ニ　居住していたマンションに代わる建築物の提供等に関する具体的な方法
	






備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該計画は、売却等マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合又は売却敷地の区域において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合に作成すること。
参考様式４－①Ⅲ　居住していたマンションに代わる建築物の提供等に関する計画
３　当該計画は、買受人が作成すること。または、作成者が買受人と協力して作成すること。
土地の利用に関する内容を記載した計画

（　　年　　月　　日作成）

イ　作成者
	氏名又は名称
	

	住所又は主たる事務所の所在地
	



ロ　作成協力者
	氏名又は名称
	

	住所又は主たる事務所の所在地
	



ハ　売却等マンションの除却等をした後の土地又は売却敷地を売却した後の土地の利用に関する事項
	






備考
１　不要な部分は消すこと。
２　当該計画は、マンションの再生等の円滑化に関する法律第104条第１項の除却等計画の認定を受けていない場合に作成すること。
参考様式４－①Ⅳ　土地の利用に関する内容を記載した計画
３　当該計画は、買受人が作成すること。または、作成者が買受人と協力して作成すること。
区分所有者集計表（建物敷地売却決議／建物取壊し敷地売却決議）

	
	区分所有者数
	議決権
	敷地利用権の持分
の価格の割合

	売却賛成
	人
	○○○分の○○
	○○○分の○○

	売却不賛成
	人
	○○○分の○○
	○○○分の○○

	合計
	人
	○○○分の○○
	○○○分の○○

	賛成率
	％
	％
	％



備考
１　不要な部分は消すこと。
２　この様式においては、マンション敷地売却、マンション除却敷地売却及び敷地売却を総称して「売却」と記載している。
２　区分所有者名簿（売却賛成、売却不賛成）を作成し添付すること。
３　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第38条の議決権を記載すること。


区分所有者集計表（団地内建物敷地売却決議）

	
	区分所有者数
	議決権

	
	
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第71条第３項

	団地全体で４／５以上の賛成があること・各棟で１／３を超える反対がないこと

	１号棟
	売却賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	２号棟
	売却賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	３号棟
	売却賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	ｎ号棟
	売却賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	団地全体
	売却賛成
	人
	-
	○○分の○○

	
	売却不賛成
	人
	
	○○分の○○

	
	賛成率
	％
	
	％



備考
１　この様式においては、マンション敷地売却、マンション除却敷地売却及び敷地売却を総称して「売却」と記載している。
２　区分所有者名簿（売却賛成、売却不賛成、売却反対）を作成し添付すること。
３　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第38条及び第71条第３項において準用する第69条第２項の議決権を記載すること。
４　売却反対者は、明確に反対の意思表示をしたものを指し、集会欠席者など賛否が不明な者は含まない。売却不賛成者には、賛否が不明な者も含む。


区分所有者集計表（敷地売却決議）

	
	敷地共有者等数
	議決権

	売却賛成
	人
	○○○分の○○

	売却不賛成
	人
	○○○分の○○

	合計
	人
	○○○分の○○

	賛成率
	－
	％



備考
１　この様式においては、マンション敷地売却、マンション除却敷地売却及び敷地売却を総称して「売却」と記載している。
２　区分所有者名簿（売却賛成、売却不賛成）を作成し添付すること。
３　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第73条において準用する第38条の議決権を記載すること。


区分所有者集計表（一括敷地売却決議）

	
	団地建物所有者等数
	議決権

	
	
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第85条第２項

	団地全体で４／５以上の賛成があること・各棟で１／３を超える反対がないこと

	１号棟
	売却賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	２号棟
	売却賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	３号棟
	売却賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	ｎ号棟
	売却賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却不賛成
	人
	○○分の○○
	○○分の○○

	
	売却反対
	人
	○○分の○○
	-

	
	反対率
	％
	％
	-

	団地全体
	売却賛成
	人
	-
	○○分の○○

	
	売却不賛成
	人
	
	○○分の○○

	
	賛成率
	％
	
	％



備考
１　この様式においては、マンション敷地売却、マンション除却敷地売却及び敷地売却を総称して「売却」と記載している。
２　区分所有者名簿（売却賛成、売却不賛成、売却反対）を作成し添付すること。
３　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第73条において準用する同法第38条及び同法第85条第２項の議決権を記載すること。
参考様式４－②　区分所有者集計表
４　売却反対者は、明確に反対の意思表示をしたものを指し、集会欠席者など賛否が不明な者は含まない。売却不賛成者には、賛否が不明な者も含む。
区分所有者名簿（建物敷地売却決議／建物取壊し敷地売却決議）

イ　売却賛成
	住戸番号
	区分所有者
	議決権割合
	敷地利用権の持分
の価格の割合
	備考

	
	氏名
	住所
	
	
	

	○○○
	国土太郎
	
	○○○分の○○○
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	○○○分の○○○
	



ロ　売却不賛成
	住戸番号
	区分所有者
	議決権割合
	敷地利用権の持分
の価格の割合
	備考

	
	氏名
	住所
	
	
	

	○○○
	国土太郎
	
	○○○分の○○○
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	○○○分の○○○
	



備考
１　不要な部分は消すこと。
２　この様式においては、マンション敷地売却、マンション除却敷地売却及び敷地売却を総称して「売却」と記載している。
３　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第38条の議決権を記載すること。
４　賛成、不賛成ごとに作成すること。
５　一の専有部分が数人の共有に属する場合は、備考欄にその他の区分所有者名を記載すること。


区分所有者名簿（団地内建物敷地売却決議）

イ　売却賛成
	棟
番号
	住戸
番号
	区分所有者
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第71条第３項
	

	○
	○○○
	
	
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	１号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	２号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	３号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	ｎ号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	団地全体
	　　　人
	－
	○○分の○○
	



ロ　売却不賛成
	棟
番号
	住戸
番号
	区分所有者
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第71条第３項
	

	○
	○○○
	
	
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	１号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	２号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	３号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	ｎ号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	団地全体
	　　　人
	－
	○○分の○○
	



ハ　売却反対
	棟
番号
	住戸
番号
	区分所有者
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第71条第３項
	

	○
	○○○
	
	
	○○分の○○
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	合計
	１号棟
	　　　人
	○○分の○○
	－
	

	
	２号棟
	　　　人
	○○分の○○
	－
	

	
	３号棟
	　　　人
	○○分の○○
	－
	

	
	ｎ号棟
	　　　人
	○○分の○○
	－
	

	
	団地全体
	　　　人
	－
	－
	



備考
１　不要な部分は消すこと。
２　賛成、不賛成、反対ごとに作成すること。
５　一の専有部分が数人の共有に属する場合は、備考欄にその他の団地建物所有者名を記載すること。


区分所有者名簿（敷地売却決議）

イ　売却賛成
	敷地共有者等数
	議決権割合
	備考

	氏名
	住所
	
	

	国土太郎
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	　　　人
	○○○分の○○○
	



ロ　売却不賛成
	敷地共有者等数
	議決権割合
	備考

	氏名
	住所
	
	

	国土太郎
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	　　　人
	○○○分の○○○
	



備考
１　この様式においては、マンション敷地売却、マンション除却敷地売却及び敷地売却を総称して「売却」と記載している。
３　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第73条において準用する第38条の議決権を記載すること。
４　賛成、不賛成ごとに作成すること。
５　一の専有部分を所有するための敷地利用権又は附属施設に関する権利に係る敷地共有持分等を数人で有するときは、備考欄にその他の敷地共有者等名を記載すること。


区分所有者名簿（一括敷地売却決議）

イ　売却賛成
	棟
番号
	住戸
番号
	団地建物所有者等
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第85条第２項
	

	○
	○○○
	
	
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	１号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	２号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	３号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	ｎ号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	団地全体
	　　　人
	－
	○○分の○○
	



ロ　売却不賛成
	棟
番号
	住戸
番号
	団地建物所有者等
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第85条第２項
	

	○
	○○○
	
	
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合計
	１号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	２号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	３号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	ｎ号棟
	　　　人
	○○分の○○
	○○分の○○
	

	
	団地全体
	　　　人
	－
	○○分の○○
	



ハ　売却反対
	棟
番号
	住戸
番号
	団地建物所有者等
	議決権割合
	備考

	
	
	氏名
	住所
	区分所有法
第38条
	区分所有法
第85条第２項
	

	○
	○○○
	
	
	○○分の○○
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	
	
	
	
	
	－
	

	合計
	１号棟
	　　　人
	○○分の○○
	－
	

	
	２号棟
	　　　人
	○○分の○○
	－
	

	
	３号棟
	　　　人
	○○分の○○
	－
	

	
	ｎ号棟
	　　　人
	○○分の○○
	－
	

	
	団地全体
	　　　人
	－
	－
	



備考
１　不要な部分は消すこと。
２　賛成、不賛成、反対ごとに作成すること。
３　「棟番号」欄及び「住戸番号」欄については、滅失した団地内建物のもの記載すること。
参考様式４－③　区分所有者名簿
４　一の建物若しくは専有部分が数人の共有に属するとき、又は一の建物であって滅失したものの所有に係る建物の敷地若しくは附属施設に関する権利若しくは一の専有部分を所有するための敷地利用権若しくは附属施設に関する権利に係る敷地共有持分等を数人で有するときは、備考欄にその他の団地建物所有者等名を記載すること。
売却合意者集計表

	
	人数
	議決権
	敷地利用権の持分
の価格の割合

	出席した売却合意者
	人
	○○○分の○○○
	○○○分の○○○

	マンション等売却組合設立賛成
	人
	○○○分の○○○
	○○○分の○○○

	マンション等売却組合設立不賛成
	人
	○○○分の○○○
	○○○分の○○○

	賛成率
	％
	％
	％



備考
１　この様式は、建物敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う場合又は建物取壊し敷地売却決議の内容によりマンション除却敷地売却を行う場合に使用すること。
２　売却合意者名簿（マンション等売却組合設立賛成・不賛成）を作成し添付すること。
３　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第38条の議決権を記載すること。


売却合意者集計表

	
	人数
	議決権

	出席した売却合意者
	人
	○○○分の○○○

	マンション等売却組合
設立賛成
	人
	○○○分の○○○

	マンション等売却組合
設立不賛成
	人
	○○○分の○○○

	賛成率
	％
	％



備考
１　この様式は、団地内建物敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う場合又は敷地売却決議若しくは一括敷地売却決議の内容により敷地売却を行う場合に使用すること。
２　売却合意者名簿（マンション等売却組合設立賛成・不賛成）を作成し添付すること。
３　「議決権」欄には、下記の議決権を記載すること。
①　団地内建物敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う場合、建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第71条第３項において準用する区分所有法第69条第２項の議決権
②　敷敷地売却決議の内容により敷地売却を行う場合、地売却決議若しくは一括敷地売却決議の内容により敷地売却を行う場合、区分所有法第73条において準用する区分所有法第38条の議決権
参考様式４－④　売却合意者集計表
③　一括敷地売却決議の内容により敷地売却を行う場合、区分所有法第85条第２項の議決権
売却合意者名簿（マンション等売却組合設立賛成・不賛成）

イ　マンション等売却組合設立賛成
	住戸番号
	区分所有者
	議決権割合
	敷地利用権の持分
の価格の割合
	備考

	
	氏名
	住所
	
	
	

	○○○
	国土太郎
	
	○○○分の○○○
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	○○○分の○○○
	



ロ　マンション等売却組合設立不賛成
	住戸番号
	区分所有者
	議決権割合
	敷地利用権の持分
の価格の割合
	備考

	
	氏名
	住所
	
	
	

	○○○
	国土太郎
	
	○○○分の○○○
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	○○○分の○○○
	



備考
１　この様式は、建物敷地売却決議又は建物取壊し敷地売却決議の場合のみ使用すること。
２　不要な部分は消すこと。
３　「議決権」欄には、建物の区分所有等に関する法律第38条の議決権を記載すること。
４　賛成、不賛成ごとに作成すること。
５　一の専有部分が数人の共有に属する場合は、備考欄にその他の売却合意者名を記載すること。


売却合意者名簿（マンション等売却組合設立賛成・不賛成）

イ　マンション等売却組合設立賛成
	住戸番号
	区分所有者
	議決権割合
	備考

	
	氏名
	住所
	
	

	○○○
	国土太郎
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	



ロ　マンション等売却組合設立不賛成
	住戸番号
	区分所有者
	議決権割合
	備考

	
	氏名
	住所
	
	

	○○○
	国土太郎
	
	○○○分の○○○
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	○○○分の○○○
	



備考
１　この様式は、団地内建物敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う場合又は敷地売却決議若しくは一括敷地売却決議の内容により敷地売却を行う場合に使用すること。
２　不要な部分は消すこと。
３　「議決権」欄には、下記の議決権を記載すること。
①　団地内建物敷地売却決議の内容によりマンション敷地売却を行う場合、建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第71条第３項において準用する区分所有法第69条第２項の議決権
②　敷敷地売却決議の内容により敷地売却を行う場合、地売却決議若しくは一括敷地売却決議の内容により敷地売却を行う場合、区分所有法第73条において準用する区分所有法第38条の議決権
③　一括敷地売却決議の内容により敷地売却を行う場合、区分所有法第85条第２項の議決権
４　賛成、不賛成ごとに作成すること。
５　一の専有部分が数人の共有に属する場合は、備考欄にその他の売却合意者名を記載すること。
参考様式４－⑤　売却合意者名簿

　　年　　月　　日

（都道府県知事等名）　殿

所在地
組合名
理事長名

マンション等売却組合理事長氏名等届出書

マンションの再生等の円滑化に関する法律第126条第２項の規定に基づき理事の互選により理事長を選出しましたので、同法第126条第３項において準用する同法第25条第1項の規定により下記のとおり届け出します。

記

	役職
	氏名
	住所
	備考

	

	
	
	



備考
[bookmark: _Hlk220342414]１　売却等マンション又は売却敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して届け出ること。
参考様式５－①　組合理事長氏名等届出書
２　議事録を添付すること。
（マンション等売却組合の名称）
（総会招集者名）　殿

委任状

代理人住所
代理人氏名

上記のものを代理人と定めマンションの再生等の円滑化に関する法律第133条第２項の規定により下記の権限を委任する。

記

　　年　　月　　日マンション等売却組合の総会において通知書記載の議決権及び選挙権を行うこと。

　　年　　月　　日

組合員住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
組合員氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

[bookmark: _Hlk220011367]備考
参考様式５－②　組合総会における議決権及び選挙権の行使委任状
代理人は、同時に５人以上の組合員を代理することができないことに注意すること。
年　　月　　日
（都道府県知事等名）　殿
所在地
組合名
理事長名

定款の変更認可申請書

本組合は、　　年　　月　　日の総会において定款の変更を議決したので、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「法」という。）第134条第１項の規定により、下記の書類を添えて申請します。

記

１　変更理由書

２　変更した定款

３　マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第58条第２項に掲げる書類
⑴　総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
・　議事録　他
⑵　法第134条第２項において準用する法第113条第２項の規定による集会の決議を得たことを証する書類
・　区分所有者集計表
・　区分所有者名簿（売却賛成・不賛成）
・　売却マンションとなるべきマンションの管理規約の写し又は売却敷地となるべき土地の建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第73条において準用する第30条第１項の規約の写し
・　売却合意者集計表
・　売却合意者名簿（マンション等売却組合設立賛成・不賛成）
・　登記簿謄本　他
⑶　新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地についての売却決議の内容を記載した書類
・　売却決議を行った際の集会の議事録
・　売却決議の決議事項を記載した書類（集会の招集通知、議案の要領）　他
⑷　申請に係るマンションが区分所有法第62条第２項各号のいずれかに該当することを証する書類
・　要除却等認定実務マニュアル（令和８年３月改訂）３．３．２に示す調査報告書　他
⑸　売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第２条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
・　災害対策基本法第90条の２の罹災証明書　他
⑹　マンション敷地売却又は当該マンション除却敷地売却を行うことが、売却等マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であることを証する書類
⑺　売却等マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するための計画を記載した書類又は売却敷地の区域において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するための計画を記載した書類
⑻　売却等マンション（認定除却等計画に係る売却決議マンション等を除く。）の除却等をした後の土地又は売却敷地を売却した後の土地の利用に関する内容を記載した計画
⑼　当該申請に係るマンションが法第163条の56第２項各号のいずれにも該当しないことを証する書類

４　法第134条第３項の同意を得たことを証する書類
・　債権者の同意書　他

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　この様式において、建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、団地内建物敷地売却決議、敷地売却決議及び一括敷地売却決議を総称して「売却決議」と記載している。
３　変更理由書は変更理由の要点を簡明に記載すること。
４　変更した定款について、目次の変更した部分に赤線を引き、変更しない部分には「変更なし」と記載すること。
５　上記３⑵から⑼までの書類は、新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合に添付すること。
６　上記３⑷の書類は、法第118条第２項第１号イからハまでに掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合のみ添付すること。
７　上記３⑸の書類は、法第113条第１項の認可の申請に係る売却決議が被災区分所有法第５条第２項の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の６第１項の規定によりされた建物敷地売却決議若しくは区分所有法第64条の７第１項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議、被災区分所有法第８条の規定により読み替えて適用される区分所有法第71条第１項の規定によりされた団地内建物敷地売却決議、被災区分所有法第２条の規定により読み替えて適用される区分所有法第76条第一項の規定によりされた敷地売却決議又は被災区分所有法第10条第２項の規定により読み替えて適用される区分所有法第85条第１項の規定によりされた一括敷地売却決議である場合のみ添付すること。
８　上記３⑹の書類は、マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行う場合のみ添付すること。
９　上記３⑺の書類は、売却等マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合又は売却敷地の区域において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合で、かつ、除却等計画の認定を受けていない場合のみ添付すること。
10　上記３⑼の書類は、法第118条第２項第２号に掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合のみ添付すること。
参考様式５－③　定款の変更認可申請書
11　上記４については、事業に要する経費の分担に関し定款を変更しようとする場合又は定款の対象とされた二以上の売却等マンション、一以上の売却等マンション及び売却敷地若しくは二以上の売却敷地の数を縮減しようとする場合において、マンション等売却事業の実施のための借入金があるときに添付すること。
年　　月　　日
（都道府県知事等名）　殿
所在地
組合名
理事長名

資金計画の変更認可申請書

本組合は、　　年　　月　　日の総会において資金計画の変更を議決したので、マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「法」という。）第134条第１項の規定により、下記の書類を添えて申請します。

記

１　変更理由書

２　変更した資金計画

３　マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第58条第２項に掲げる書類
⑴　総会又は総代会の議決を経たことを証する書類
・　議事録　他
⑵　法第134条第２項において準用する法第113条第２項の規定による集会の決議を得たことを証する書類
・　区分所有者集計表
・　区分所有者名簿（売却賛成・不賛成）
・　売却マンションとなるべきマンションの管理規約の写し又は売却敷地となるべき土地の建物の区分所有等に関する法律（以下「区分所有法」という。）第73条において準用する第30条第１項の規約の写し
・　売却合意者集計表
・　売却合意者名簿（マンション等売却組合設立賛成・不賛成）
・　登記簿謄本　他
⑶　新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地についての売却決議の内容を記載した書類
・　売却決議を行った際の集会の議事録
・　売却決議の決議事項を記載した書類（集会の招集通知、議案の要領）　他
⑷　申請に係るマンションが区分所有法第62条第２項各号のいずれかに該当することを証する書類
・　要除却等認定実務マニュアル（令和８年３月改訂）３．３．２に示す調査報告書　他
⑸　売却等マンションとなるべきマンション又は売却敷地となるべき土地が被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法第２条の政令で定める災害により大規模一部滅失をしたマンション又は当該災害により滅失したマンションの敷地であった土地であることを証する書類
・　災害対策基本法第90条の２の罹災証明書　他
⑹　マンション敷地売却又は当該マンション除却敷地売却を行うことが、売却等マンションの居住者の居住環境の改善のために必要であることを証する書類
⑺　売却等マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するための計画を記載した書類又は売却敷地の区域において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマンションに代わる建築物若しくはその部分を提供するための計画を記載した書類
⑻　売却等マンション（認定除却等計画に係る売却決議マンション等を除く。）の除却等をした後の土地又は売却敷地を売却した後の土地の利用に関する内容を記載した計画
⑼　当該申請に係るマンションが法第163条の56第２項各号のいずれにも該当しないことを証する書類

４　法第134条第３項の同意を得たことを証する書類
・　債権者の同意書　他

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　この様式において、建物敷地売却決議、建物取壊し敷地売却決議、団地内建物敷地売却決議、敷地売却決議及び一括敷地売却決議を総称して「売却決議」と記載している。
３　変更理由書は変更理由の要点を簡明に記載すること。
４　変更した資金計画について、目次の変更した部分に赤線を引き、変更しない部分には「変更なし」と記載すること。
５　上記３⑵から⑼までの書類は、新たに売却等マンション又は売却敷地に追加しようとするマンション又は土地がある場合に添付すること。
６　上記３⑷の書類は、法第118条第２項第１号イからハまでに掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合のみ添付すること。
７　上記３⑸の書類は、法第113条第１項の認可の申請に係る売却決議が被災区分所有法第５条第２項の規定により読み替えて適用される区分所有法第64条の６第１項の規定によりされた建物敷地売却決議若しくは区分所有法第64条の７第１項の規定によりされた建物取壊し敷地売却決議、被災区分所有法第８条の規定により読み替えて適用される区分所有法第71条第１項の規定によりされた団地内建物敷地売却決議、被災区分所有法第２条の規定により読み替えて適用される区分所有法第76条第一項の規定によりされた敷地売却決議又は被災区分所有法第10条第２項の規定により読み替えて適用される区分所有法第85条第１項の規定によりされた一括敷地売却決議である場合のみ添付すること。
８　上記３⑹の書類は、マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却を行う場合のみ添付すること。
９　上記３⑺の書類は、売却等マンションの居住者に当該マンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合又は売却敷地の区域において滅失したマンションに居住していた者に当該滅失したマンションに代わる建築物若しくはその部分を提供する場合で、かつ、除却等計画の認定を受けていない場合のみ添付すること。
10　上記３⑼の書類は、法第118条第２項第２号に掲げる事業を行う組合の設立についての認可の申請である場合のみ添付すること。
参考様式５－④　資金計画の変更認可申請書
11　上記４については、事業に要する経費の分担に関し資金計画を変更しようとする場合又は資金計画の対象とされた二以上の売却等マンション、一以上の売却等マンション及び売却敷地若しくは二以上の売却敷地の数を縮減しようとする場合において、マンション等売却事業の実施のための借入金があるときに添付すること。
○○マンション等売却組合
組合員名簿
（　　年　　月　　日作成）
（　　年　　月　　日変更）

イ　売却合意者
	番号
	住戸
番号
	氏名
（名称）
	住所（主たる事務所の所在地）
	連絡先
	敷地利用権の持分の価格の割合
	備考

	
	
	
	
	
	○○分の○○
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



備考
１　マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令第28条第１項の代表者を選任したときは、その者の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地）を記載すること。
参考様式５－⑤　組合員名簿
２　敷地売却事業の場合は、「敷地利用権の持分の価格の割合」欄を「敷地共有持分等の価格」欄とすること。
年　　月　　日

（都道府県知事等名）　殿

所在地
組合名
理事長名

分配金取得計画認可申請書

マンションの再生等の円滑化に関する法律（以下「法」という。）第141条第１項の規定により、分配金取得計画の認可を受けたいので、下記の書類を添えて申請します。

記

１　分配金取得計画書（価額の算定に関する資料、明渡しにより法第142条第１項第４号に掲げる者が受ける損失の額の明細を示す書類を含む。）

２　マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則第64条各号に掲げる書類
⑴　法第146条の規定による審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類
⑵　分配金取得計画の決定についての総会の議決を経たことを証する書類
・　議事録　他
参考様式６－①　分配金取得計画認可申請書
⑶　法第141条第２項の同意を得なければならない場合においては、その同意を得たことを証する書類
明渡しによる損失額明細書

	権利消滅期日において権利を失う者
	明渡しによる損失の額

	氏名又は名称
	住所
	移転料
（Ａ）
	営業上の損失
（Ｂ）
	その他通常受ける損失（Ｃ）
	合計額
（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



備考
参考様式６－②　明渡しによる損失額明細書
マンションの再生等の円滑化に関する法律施行規則様式第21分配金取得計画書（二）に記載されている各行の内容ごとに作成すること。
関係権利者名簿（権利者別）

（　　年　　月　　日作成）
権利の種類（　　　　　　　　　）
	番号
	権利者
	権利の内容
	備考

	
	氏名
	住所
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合計
	　　　人
	-
	



備考
参考様式６－③　関係権利者名簿
権利者が有する権利の種類（区分所有権、敷地利用権、売却敷地の敷地共有持分等、借家権等）ごとに作成すること。
同意書

私は、○○マンション等売却事業の実施に伴うこの分配金取得計画に同意します。

　　年　　月　　日
住所
氏名

１　売却等マンションの敷地の所有権の状況
	所在及び地番
	地目
	権利の種類
	権利の内容

	
	
	
	

	
	
	
	



２　売却敷地の所有権の状況
	所在及び地番
	地目
	権利の種類
	権利の内容

	
	
	
	

	
	
	
	



備考
１　本同意書は、売却等マンションの敷地利用権又は売却敷地の敷地共有持分等が賃借権であるときに作成すること。
２　不要な部分は消すこと。
３　「地目」欄には、不動産登記規則（平成17年法務省令第18号）第99条の地目の別により、その現況を記載すること。
４　法人の場合においては、「住所」欄にはその法人の主たる事務所の所在地を、「氏名」欄にはその法人の名称及び代表者の氏名を、「所有者の住所及び氏名」の欄にはその法人の主たる事務所の所在地及び名称を記載すること。
参考様式６－④　分配金取得計画の同意書
５　運転免許証、個人番号カード、旅券の写しその他その者が本人であることを確認するに足りる書類(法人にあっては、印鑑登録証明書その他その者が本人であることを確認するに足りる書類)を適当な箇所に貼付すること。
同意書

[bookmark: _Hlk220075630]○○マンション等売却事業における分配金取得計画を慎重に審査の結果、マンションの再生等の円滑化に関する法律第146条の規定により同意します。

　　年　　月　　日

審査委員
住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

審査委員
住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

審査委員
住所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名
参考様式６－⑤　分配金取得計画の審査委員同意書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　年　　月　　日

（都道府県知事等名）　殿
○○マンション等売却組合
理事長

○○マンション等売却組合解散認可申請書

　　年　　月　　日の総会において組合の解散について議決した
事業が完了した　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のでマンションの再生等の
事業の完了が不能となった
円滑化に関する法律第137条第４項の規定に基づき、マンション等売却組合の解散の認可を受けたいので、下記の書類を添えて申請します。

記

１　解散の決議をした総会の議事録

２　事業の完了を明らかにする書類
・　決済を証する書類　他

３　事業の完了の不能を明らかにする書類
・　事業に関する収支決算（見込）　他

４　要除却等認定マンションの除却等に係る今後の予定

５　債権者の同意書

６　清算人に関する書類

７　清算人名簿

備考
１　不要な部分は消すこと。
２　上記１は総会の議決による解散の場合に限る。
３　上記２は事業の完了による解散の場合に限る。
４　上記３は事業の完了の不能による解散の場合に限る。
５　上記４は総会の議決による解散の場合又は事業の完了の不能による解散の場合に限る。
参考様式７－①　組合解散認可申請書
６　上記５は組合に借入金がある場合に限る。
　　年　　月　　日

（都道府県知事等名）　殿

○○マンション等売却組合
代表清算人
清算人
（以下連署）

決算報告書承認申請書

マンションの再生等の円滑化に関する法律第138条において準用する同法第42条の規定により、○○マンション等売却組合に係る決算報告書の承認をいただきたく、下記の書類を添えて申請します。

記

１　決算報告書
⑴　組合の解散時における財産及び債務の明細
⑵　債権の取立及び弁済の経緯
⑶　残余財産の処分の明細

２　決算総会議事録


